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　本稿は，わが国の地球温暖化対策，特に温

室効果ガスの大半を占める二酸化炭素（CO，）

の削減策として今後検討の狙上に上るであろ

う環境税（炭素税）が，日本の企業間の競争

構造にどのようなインパクトを与えるかにつ

いて，2000年3月から自由化される大口電力

市場をサンプルにラフなシミュレーションを

行ない，検証したものである。なお，本稿の

前提となる電力市場自由化の全体像について

は，経済論集第36巻第3号の西村『電力市場

改革をめぐる3つの論点～プール，顧客の選

択，外部性』を参照されたい。

1，わが国CO、削減目標と環境税

　わが国の地球環境問題解決に向けた取り組

みは，いよいよ新しいステップに歩み出さざ

るをえない状況になってきている。1997年12

月の京都議定書（COP　3合意）に定められ

た『1990年レベルから6％の温室効果ガス総

特別客員教授

陽

量削減（2008～2012年の平均）』という日本

に課せられた目標（表1）を達成するために

政府が前提としていたプランは，CO、負荷の

ない原子力の大幅増設を織り込んだものであ

った。具体的には『2008年までに20基，2200

万kW程度の原子力発電所の新設』というも

のがそれだが，ただでさえ立地地域のコンセ

ンサス形成の遅れから困難と思われるこの目

標にさらに輪をかけるように，99年9月30日

には茨城県東海村の原子燃料転換会社JCOで

ウラン燃料転換作業途上での臨界事故とい

う，関係者の想定を超えた重大事故が発生し

てしまった（図1）。この事故は，日本の原

子力開発史上最悪の性質と規模のものであ

り，これによって，今後現在進捗中の新規原

子力立地を含めて，原子力発電の推進につい

て国民的なコンセンサスを得られるのが難し

い情勢が相当続くと考えられる。※’

　仮に今後10年間原子力発電所の新規運転開

始がなくなってしまった場合，日本は目標と

していたCO2削減量（2010目途に1億トンー

炭素換算）の1／4を一瞬にして失うことと

表1　COP3「京都議定書」　（1997．12）の主な内容

○対象ガス：6種類（CO2、　CH・、　N20など）

○国別削減目標：1990年対比、2008年～2012年で
　　　　　　　　日本6％、米国7％、EU8％、ロシア0％など
090年以降の植林等を吸収源として認定
○先進国間の排出権取引、共同実施および先進国・途上国間の
　クリーン開発メカニズムの導入を規定

●今後の課題

　・途上国の自主的コミットメント

　・先進国の目標未達時の扱い　など

429



図1　JCO転換工場での事故の概要（99．9．30）

ウラン転換工場における臨界事故の発生

原子燃料サイクル図

濃縮六フツ化

　ウラン
　ウラン

鴨扇㌔許塁
　　　再処理エ場

　　　今回のケース

陸粋匠陸コ
＝＝＝　　燃料加工工場　高速実験炉

　　　　　　　　　常陽

発電所

二酸化ウラン

燃料加工工場

ウラン

燃料

　　　　　　　リサイクル
　　　　　　　　燃料

事故の原因（推定）

転換とは、濃縮された六フッ化ウラ
ンを二酸化ウランに変える工程。

生産された二酸化ウラン粉末は燃料
加工工場で燃料集合体に加工され、
原子炉に装荷される。

今回のケースは濃縮度の高い高速実
験炉常陽燃料の精製を行っていたもの。

本来の工程

　　　　　　　　　　　　　　　沈殿槽

　　　　　　ポンプ　　　ポンプ

今回の工程

（定常的に「裏マニュアル」を使用）

手作業で入れる
沈殿槽

作業手順が
決められた通りではなかった

●通常の手順では溶解塔を使用してウ
　ラン酸化物の粉末を溶解し、貯塔に
　入れて撹絆混合すべきところを、ス
　テンレス容器を使用し、直接沈澱槽
　へ順次投入したことにより、沈澱槽
　内にて臨界になった。

制限量以上のウランを投入

●濃縮度18．8％の硝酸ウラン溶液を取

　り扱っているにもかかわらず制限量
　以上のウランを投入したため、臨界
　になった。

沈澱槽の質量管理

ウラン濃縮度

5％以下 16kgU以下

2．4kgU以下

（情報は1999．10現在）
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なる（図2）。こうしたことを踏まえて6％

削減を本当に達成しようとした場合，自主的

省エネ努力や非化石燃料エネルギー開発以外

の経済的手法の活用，すなわち

●排出権取引による先進国間の排出権買い取り

●環境税導入によるCO、排出抑制me　2

のどちらか，もしくは両方を具体化していく

ことが必要になってくるのは間違いない。

　本稿では，地球環境問題に関わって今後具

体化してくる可能性の高いプログラムの一つ

である環境税，具体的にはCO2の排出に対し

て課税される炭素税タイプのものについて，

その導入が企業の競争構造・競争優位にどの

ような影響するのかについて，ちょうど2000

年の3月から競争が導入される大口電力市場

を例にとって考えてみたい。元来日本の企業

は，炭素税をはじめとする環境税に（税負担

増という見地から）強い拒否反応を示してき

ていたが，市場の収縮とグローバル化が企業

の競争戦略を大きく変えている現在，その状

況，企業にとっての環境税の意味合いは微妙

に変わってきていると考えられる。果たして

21世紀の企業にとって環境税がどのように意

味を持ち，競争構造をどう変えるのか，地球

環境問題の行方を占う上でも大変重要な論点

だと言うことができよう。なお，文中使用す

る環境税については，基本的に代表的な環境

税論者であり，環境庁の提言とりまとめ者で

もある石弘光・一橋大学教授の『環境税とは

何か』（岩波新書）で示されたいくつかのパ

ターンを前提として考えることとしたい。

2．環境税の基本構造と考えられる導入

　　方式

　『環境税』と総称される構想の中にも，実

は単純なCO2排出に対する新税の創設から，

図2　温室効果ガス排出量696削減シナリオ

（百万t－C）
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＋1200万ke（石油換算）

原子力発電所

新設20基程度
（削減幅の25％）

省エネ

5600万麗（石油換算）

へ「…

★原子力発電所の新設が全くなくなれば

　予定していたCO2排出削減量の25％を失う。

2010（年度）

（出所）第3回関係審議会合同会議資料

　　　より作成
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表2　北欧諸国の環境税（炭素税）

国　名 課税対象 税　率 その他

デンマーク すべてのCO2排出源
iただしガソリン、

V然ガスおよびバイ
I燃料を除く）

d力については、生
Y時の燃料消費では
ﾈく、電力使用時に

ﾛ税

室内暖房の場合（産
ﾆ部門）

�P4，000→41，800円

^tC（96年→2000年）

iエネルギー分も含
ﾞ）

既存エネルギー税を

潟tォーム

Gネルギー多消費産
ﾆに軽減措置

ブインランド あらゆる化石燃料 約3，500円／tC
i税収は、エネルギー分：炭素分＝40：

U0）

天然ガスに軽減税率

Gネルギー税のリフ
Iーム

ノルウェー ・鉱物油’ガソリン

E海上油井で燃焼さ

黷驛Kス
E石炭およびコークス

11，800～24，500円／tC

�x
紙パルプ産業等で税

ｦ半減

Gネルギー税のリフ
Iーム

スウェーデン 石油、ガス油、重油、

薄禔ALPG、メタン、

V然ガス、石炭およ
ﾑコークス

約22，000円／tC エネルギー税の非課

ﾅ対象

i産業・商業）に軽

ｸ税率

Gネルギー税のリフ
Iーム

（参考）

Iランダ
燃料として使用され
驛Gネルギー源

約2，600／tC（エネル

Mー分と炭素分50％
ｸつ課税）

既存燃料税に税率を
ﾁえリフオーム

（出所）環境庁資料等により作成。

※上記の他、国際運輸燃料等について各国とも非課税取扱いを行なっている。

既存の税制の目的を炭素排出抑制に切り替え

たもの（グリーン転換），さらには先頃わが

国で法制化が試みられている燃費の良い車・

悪い車に税制上の傾斜をつけるように税率配

分を変更するような『既存税制のグリーン化』

※3 凵C様々なパターンがある。例えば北欧諸
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国の炭素税は，何も地球温暖化問題に対応し

て新設された税ではなく，既存の化石燃料全

般にそれぞれ課されていたエネルギー税を整

理・統合したものである（表2）。すなわち，

環境税の構造とは，新税・既存税制の変革い

ずれの場合も，
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○課税ベースをCO，の排出（もしくはエ

　ネルギー消費）に置き，

OCO，排出特性の良い（CO2排出原単位

　の小さい）エネルギーや製品を消費者

　が選択することを誘導する

　形の税体系を形作ることであると考えられ

る。例えば日本の場合，石炭・ガソリン・軽

油・重油とCO，の排出を伴うエネルギー商品

を並べた時，ガソリンだけに以上に多くの個

別税（キロリットルあたり53，800円）が主に道

路特定財源＝特別会計に組み入れられる形で

かけられている一方，CO、排出原単位が最も

多い石炭にはまったく課税されていない。※4

　こうした税体系は，CO2削減という政策目

的を前提にして見ると全く合理性のないもの

であり，こうしたいびつな税制を環境税的視

点でリフォームしていくことだけでも環境税

の第一歩として必要であると考えられる。

3．環境税（炭素税）の作法と問題点

　環境税（炭素税）のあるべき基本特性が仮

に前述したような

○課税ベースをCO，の排出（もしくはエ

　ネルギー消費）に置き，

OCO2排出特性の良い（CO、排出原単位

　の小さい）エネルギーや製品を消費者

　が選択することを誘導する

　という2点だとすれば，それはどのように

具体化されなければならないのだろうか。

　一般的に税を考える際の必要要件は大きく

二つあり，

（1）課税ベースをどうとるか。

（2）課税段階をどこにするか。

　である。これを環境税の場合について考え

るとどうなるだろうか。まず（1）の課税ベ

ースはCO、の発生原因となるエネルギー商品
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（石油・石炭・天然ガス等の化石燃料）が対

象となる。具体的課税標準は炭素排出量

（C一トンあたり○○円）か，エネルギー消

費熱量（エネルギー消費カロリーあたり00

円）であるが，少なくともCO、排出削減を政

策目的とする場合には，炭素排出量が望まし

い課税標準となる。※5

　わが国ではこれらのエネルギー商品のほと

んどは輸入されており，少なくとも輸入段階

に課税する限りは現在の個別エネルギー税と

同じく課税精度は高い。

　従って問題はむしろ（2）の課税段階にな

る。輸入段階ですべてのエネルギーに環境税

をかけることは可能だが，多くの産業が複合

エネルギー企業となりつつある現在，電力会

社はほとんどすべてのエネルギー（石油・石

炭・天然ガス・原子力・転換エネルギーとし

ての電気）を持ち，石油会社もガソリン，軽

油，重油と天然ガスを持つ等，輸入段階での

課税が消費段階に転嫁されずに，企業内部で

平均化されてしまえば，せっかくCO、排出原

単位毎に傾斜をかけられた税制x6（石炭には

高く，天然ガスには安く，原子力にはCO、

排出のみが基準であれば非課税）も，消費者

の選択に影響を与えることができない。消費

者がよりCO2排出特性の良いエネルギーを選

択するようにするためには，できるだけ最終

消費に近い段階で，CO、排出原単位について

の情報開示を十分行なった状態で，課税する

必要があると言える。

　この場合の『CO、排出原単位についての情

報開示を十分行なった状態で』というのは，

例えば直接的なエネルギー消費の場合は，

『この電気の契約では環境税は○円／kWhか

かりますが，こちらの深夜電力を多く利用す

るタイプでは○円／kWhです（原子力ウェ

イトの高い深夜電力利用は環境税負担が小さ

くなる）』とか，『この分散型電源を導入する

と年間環境税は○円／kWhになります』と

いう形で，消費者の選択が，環境税的にどの



ような損得になり，それはどういうエネルギ

ー特性のせいなのかを明らかにすることであ

る。また間接的エネルギー消費を伴う商品・

サービスについては燃費の良い車，悪い車そ

れぞれについて『この車は標準走行距離で年

間○千円の環境税がかかります』『走行距離

あたり○円の環境税がかかります』というよ

うに消費者が選択する際にその製品・サービ

スの環境税が参考にできるような情報公開が

されていることが重要となる。そうでなけれ

ば，たとえ環境税の税収自体は上がったとし

ても，企業全体の製品・サービスラインナッ

プ，価格づけ戦略の中で環境税は埋没してし

まい，CO、排出特性の良い製品への購入イン

センティブとして働かなくなる結果，本来の

目的である『CO2排出削減」効果も大きく減

殺されてしまうことになる。

　このような『消費サイドに近いところで，

情報公開しながら課税』というのは税技術的

には大きな困難を伴い，本来日本で行なわれ

てきた『負担感の小さいところから，効率良

くとる』という酒税・たばこ税に代表される

個別物品税の考え方とは大きく隔たったもの

である。しかしながら，環境税の目的が必ず

しも税収自身だけではなくCO，削減インセン

ティブである以上それは避けて通れないし，

企業自身もそうした環境税の特性を競争戦略

に組み入れることが必要とされてきているの

ではないだろうか。※7

4．産業界の基本スタンス

　『環境税』に対する日本の企業（産業界）

のスタンスが極めて冷淡であるということは

前述したが，ここではそのロジックを検証し

ながら，スタンス変化の可能性について考え

てみたい。これまで日本の産業界（企業）が

環境税に対して出している見解はいくつかあ

り，代表的なのは表2の経団連見解だが，こ

れをもう少し加工すると次の3点に集約する
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ことができる。

〈経済界が環境税に反対する3つのポイント〉

（1）CO2削減に効果をあげようとすると，

　　省エネが進んだ日本では相当高率の

　　課税が必要。税負担が大きくなり過

　　ぎる。

　　～道路財源等，エネルギーにかかわ

　　　る税が不透明な用途に使われ続け

　　　ている現状をふまえると新しい環

　　　境税を許容することはできない。

（2）日本の産業界は企業の自主行動計画

　　による省エネルギーで大きな成果を

　　あげてへり，税制にたよるよりは企

　　業の努力の方が確実な方法として選

　　択されるべき。

（3）炭素税を国際的に整合していない

　　（日本だけ）形で導入すると日本の

　　産業の国際競争力を」弱め，マクロ

　　経済成長にもマイナス影響がある。

　まず（1）と（2）について見てみよう。

1997年のわが国CO2排出実績を見てみると，

総排出量337億トン（C換算）のうち半分に

近い47％はエネルギー産業（転換ロス）を含

む産業部門で排出され，家庭から12．8％，業

務部門11．6％，運輸部門20．6％等となってい

る（図3）。仮に北欧型のトンあたり3万円

程度の炭素税をかけるとすれば，産業界の負

担は4．5兆円という膨大なものになり，これ

は現在の法人税収の30％以上にもあたるもの

である。しかも産業部門のCO2排出量は1990

～95の5年間，ゼロ成長にとどまっており，

この5年間の排出増加分は民生部門（16％

増），運輸（16％増）によるものであった

（図4）。この点では産業界の言う『産業界の

CO2削減は限界，環境税手法は効果薄』とい

う見解はそれなりの説得力があると見ること

ができる。

　次に（3）の国際競争力と環境税の整合に

ついて見てみよう。この問題については，
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図3　日本の部門別CO2排出量（1996年度）

運輸部門
（自動車、船舶、

航空機等）

20．6％

民生部門
（業務）

11．6％

　　　　　　廃棄物
（プラスチック等の焼却）

　　　　　　　1．8％

　　工業プロセス

（石灰石消費等）

　　　　　4．9％

その他1．4％

　　エネルギー転換部門
　　（発電所、製油所等）

　　6．7％

　　合計
3億3700万t－C

（炭素換算）

9一爺払　　　　　　　講
　　＃“、起恨

民生部門（家庭）

12．8％

産業部門（工場等）

40．2％

注：・発電に伴う排出量を電力消費量に応じて最終需要部分に配分している。

　　・パーセント表示は、排出総量に対する割合を示したものである。

　　・「その他」には統計誤差及び潤滑油等の消費に伴う分が含まれる。
出典：環境庁資料より関西電力作成

（出所）関西電力「地球環境アクションレポート」

『国境税調整』という考え方が提起されてい

る。すなわち，輸出する財・サービスにかか

っていた炭素税を輸出段階で還付（戻し税）

するというものであるが，それ以前に，例え

ば環境税導入によって日本企業の円建て価格

が上昇すれば，それは為替相場に影響を与え

てある程度（円安クッションを通じて）相殺

されるはずである。この点について専門的な

分析は少ないが，現実的に為替レートの乱高

下に大きな影響を受けている日本の企業が，
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製品価格の数パーセントに過ぎない環境税を

『競争力喪失』という名目でかたくなに反対

し続けるのは，あまり合理的な態度と言うこ

とはできない。※8

5．競争戦略・イノベーションと『環境税』

　それでは，日本の産業界，企業にとって受

け入れがたいように一見見える『環境税』が，

将来日本企業に受け入れられ，日本のビジネ



図4　日本の部門別CO2排出量の推移

（百万レC）
（ ） 内は1990年度からの伸び率

@　（0％）

産業
135 135

100

（＋16％）

83

民生72
（＋16％）

50 運輸
68

58

（＋7％）

エネルギー
転換 23

21
0

　　　　　　　　90　　　　　　　　　　　95（年度）

出典：第3回地球温暖化問題の国内対策に関する関係審議会合同会議資料

ス界の新たな前提条件となる可能性はあるの

だろうか。ここではまず日本企業の競争戦略

の変化について論じ，その上で日本企業が敢

えて環境税という競争環境の変化を取り入れ

ることによって競争を優位に運ぶことができ

る可能性があることを示したい。

（1）日本企業の戦略転換と環境税

　日本企業について多くの経営学者が分析し

ているように，戦後から1990年代初頭までの

日本企業の戦略は『トップ企業の真似をする』

『互いに真似合い，同じ製品ライン，経営手

法を持つ』ということであった。X9

　このことは，『同業他社は』同じ事業構造

と同じ利害を共有していることを意味する。

であれば，例えば『環境税』という異物に対

しては，業界各社連携して『反対』と唱え，

経済団体を通じて協調行動をとるのは当然と

言える。しかしながら，同じ業界が異なった

競争ポジショニング，強みを持つ多くの企業

による競争にさらされているケースはどうだ

436

ろうか。今日本企業の多くは『互いに真似合

う戦略』から『自分だけのポジショニングに

基づく戦略』へと大きく経営の基本思想を変

えつつある。（というよりも変えざるをえな

いところまで追い込まれている。）となれば，

例えば『環境税』の導入という，環境特性の

良い製品・サービスを有利にし，環境特性の

悪い製品・サービスを不利にする競争環境の

変化は，それぞれの企業の上に同じように影

響するのではなく，それぞれの競争ポジショ

ニングに従って，環境税を業界内の競争優位

を高めるチャンスとして使う企業と競争優位

を失う企業に峻別されるというにつながると

言える。そして環境特性面に強い製品・サー

ビス・企業が勝ち残るということは，日本の

産業界全体の競争力を高めることにもつなが

る。すなわち，競争ポジショニングが分化し

たマーケットにおいては，外的環境変化は必

ず企業を『受け入れる』側と『受け入れない』

側に分けることになるのである。

　このように日本企業の『競争ポジショニン
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グ』が明確化し，外部要因の変化に対して違

った受け止め方と対応戦術を持つ例として，

例えば環境関連のグリーン調達，環境会計等

への取り組みがある。これらは確かにビジネ

ス界の新しい動きではあるが，今のところそ

れぞれの手法に対する社会的認知が高くな

い。ただ，こうしたことに先進的に取り組む

企業は，環境への対応スタンスが金融マーケ

ットへ与える影響※1°，さらには環境税が導入

された際の経営管理等，環境にかかわる競争

優位を将来なんとか作り出そうとしているの

だと見ることもできる。

（2）電力市場と環境税のシミュレーション

　ここでは，具体的にかなり高いレベルの炭

素税型環境税が導入されたという前提で，企

業の競争戦略がどのような影響を受けるかに

ついて，一番わかりやすい電力小売市場を例

にあげて考えてみたい。日本の電力市場は，

長い間9つの電力会社（沖縄除く）による地

域独占によって供給されてきたが，海外での

発電・小売市場への競争導入の流れを受け

て，2000年3月から，大口取引（最大電力

2000キロワット以上，かつ受電電圧2万ボル

ト以上）の顧客を対象に，新規参入者が送電

線の使用料を電力会社に支払った上で電力会

社から顧客を奪い取り，小売営業することが

認められることとなっている。

　このマーケットの特徴は，各地域の最大プ

レーヤーでありディフェンディング・チヤン

ピオンである9電力会社が，少なくとも平均

の電気のコストについて見る限り，コスト・

リーダーシップを持っていないという点であ

る。（表4）

　これは，電力会社が経営効率化を怠ってき

たために起こったことではなく，最大負荷に

合わせて多様な電源を組み合わせて供給力を

確保しなければならない，という電気事業の

宿命から生じてきたことである。通常電力会

社の電源構成は，需要変動の山の基礎部分に

　　　　　　　　表3　産業界の環境税に対する代表別スタンスペーパー

炭素税や炭素・エネルギー税の導入には反対である

二酸化炭素抑制の手段として、炭素税（炭素・エネルギー税を含む）の考え方があるが、理論

的なだけでなく、実施した場合に経済に悪影響を及ぼさずに効果をあげるものでなければなら
ない。炭素税には下記のようないくつかの問題点があり、慎重に検討すべきである。

第一に、炭素税は化石燃料の価格を引き上げることによって消費を抑制しようとするものであ
るが、石油ショック後の一時期、ガソリン価格が1リッター170円程度に上昇した時代でも需要
が落ち込まなかったことから考えると、民生・運輸部門での需要抑制効果は疑わしい。また、
消費税に温暖化対策を意識させるアナウンスメント効果があったとしても持続するかどうかは
疑問である。

第二に、CO2の抑制につながるような高い税率を設定した場合には、わが国のように、天然ガ
スや原子力等への燃料転換や製造工程におけるエネルギー効率の改善が進んでいる国では、国
際競争力が低下することから生産が海外に移転し雇用も減少することになる。国内経済に深刻

な打撃を与えながら、世界全体としては排出量が減らないばかりか増える可能性が大きい。国
境税調整をすれば解決できるとの考えもあるが、技術的にも政治的にも極めて困難であり全く
非現実的である。炭素税は、途上国も含めて世界同時に導入することと、既存のエネルギー税
の調整はじめ税の国際的ハーモナイゼーションを行なうことが大前提である。

第三に、低税率の炭素税を導入し、その税収をCO2排出抑制のための補助金に充てる案につい
ては、低税率ではCO2の排出抑制効果が期待できないことから、単に環境に名を借りて補助金
のための財源調達を図るものとの感を否めない。国をあげて環境問題に取り組むということで
あれば、環境対策費用は歳出の見直しから捻出すべきであろう。

（出所）経済団体連合会

　　「COP3ならびに地球温暖化対策に関する見解」1997

437



2000年3月から

小売自由化

大口電力市場自由化の価格構造（イメージ）

㊥既存電力会社

　　現在シェア　100％

　　大口の標準的料金※a：13円／kWh

－）ネットワーク料金※b＝3円／kWh

競走対象コスト※c＝10円／kWh
（高負荷率ケース）＝8円／kWh

一＠新規参入者

　　　現在シェア：0％
　　　競走対象コスト
　　　　石　炭　PPS※d
　　　　天然ガス　PPS※e

　　　　石油PPS※f

＝6．5円／kWh

　7円／kWh
　6円／kWh

a：電力各社の大口顧客への平均

的取引単価。本来は各社ある
程度バラついている。

b：送電線利用にかかわるコスト

で、現在細部ルールを作成中
のもの。電力会社と新規参入
者は同じコストを負担する。

c：競争の対象となるのは料金を

　さし引きしたコストとなる。
　また負荷率の高い顧客には各

種の割引契約制度によって2
円／kWh程度の割引がなされ
ているので、高負荷率ケース
を8円／kWhとした。

d：電力会社が卸入札を行なった

際の石炭IPPの応札価格（新
　聞報道）により推定した。

e，f：新規参入者の各種提案書等

　により推定した。

電力会社の発電コスト構造（イメージ）

あたるベースロードにはコストの低い原子

力・水力，その上には効率の良い火力，そこ

から山の上に行くに従ってコスト特性の悪い

火力が積み上がっていき，一番ピークの時に

は非常にコストの高いガスタービンや揚水発

電所を動かして供給力を確保する，という形
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24（時）

○需要に合わせて安
　い電源点・安い電
　源・高い電源を組
　み合せて供給する
　結果、仕上がりコ
　ストでは石油や石
　炭の新規参入者よ
　りも高くなってし
　まう可能性がある。

一平均＝13円／kWh

（注）数字はすべて例示。

をとっている（図5）。そのため設備全体の

稼働率は50％強しかなく，大口電気料金にこ

のコストを割りふったもの（発電原価で8

円／kWh程度）と，来年から入ってくると

予想される新規参入者のコストを比較する

と，最大プレーヤーである電力会社のコスト
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が場合によっては一番高い，といういびつな

形になっている。もちろん電力会社には稼働

率が80％近い原子力発電をはじめ，単独で取

り出して小売顧客を獲得すれば圧倒的な価格

優位を持つ電源もあるが，現在の枠組みでは

顧客毎の負荷率に合わせて電力会社の平均発

電原価を配分することが料金設定の基本とさ

れているため，このままでは価格に関する限

り電力会社はかなりの競争劣位を覚悟せざる

をえない状況である。

　ではここに，炭素税タイプの環境税が導入

された場合，大口電力の競争構造がどう変化

するか試算してみよう（表5）。ここで想定

されているのはCO2排出のみを課税ベースと

したタイプの税で，課税は各社の電気の小売

り段階でなされるものと仮定した。前提とな

る各電源のCO，排出原単位は図6のとおりで

ある。電力会社のCO，排出原単位については

各社の平均的値として80g－C／kWhと置い

たXll。他のエネルギーについては課税標準は

ライフサイクル勘定の排出原単位ではなく，

直接燃料消費による排出原単位を用いること

とした。二重課税の問題をクリアするためで

ある。税率はケースAがC一トン当たり3万

円，ケースBがC一トン当たり1．5万円で，

それぞれガソリン換算ではリッター20円，リ

表5　大口電力市場への環境税のインパクト

環境税導入時負担

競争対象

Rスト

炭素排出原

@単位 ケースA
R万円／C・トン

ケースB
撃T万円／C・トン

ケースA
ﾛ税後
Rスト

ケースB
ﾛ税後
Rスト

⑥既存電力会社

［4］

W．0円／kWh

i高負荷率ケース）※a

80g・C／kWh
2．4円／

汲vh

L2円／

汲vh

［1］

P0．4円／

@kWh

［3］

@9．2円／

@kWh

石炭PPS

［2］

U．5円／kWh 246g・C／kWh
7．4円／

汲vh

3．7円／

汲vh

［4コ

P3．9円／

@kWh

〔4］

P0．2円／

@kWh

＠

天然ガスPPS

［3］

yO円／kWh 1389・C／kWh
41円／

汲vh

2．1円／

汲vh

［2］

P1．1円／

@kWh

［2］

@9．1円／

@kWh

　天然ガス
oPS＆コジュネ ZO円／kWh 同上

21円／

汲vh

1D円／

汲vh

（9副　　　　一 （8劉

石油PPS

［1］

UD円／kWh 1889・C／kWh
5．6円／

汲vh

2．8円／

汲vh

［3］

PL6円／

@kWh

［1］

@8．8円／

@kWh

ガソリン12

Q0円に相当

ガソリン1乏

P0円に相当
［　］内は順位。

※a電力会社がPPS（新規参入者）と市場を取り合うのは、ほぼ高負荷率顧客に限られるため、8．o円／kWh
　を使って計算した。

※b，コジェネによる熱利用がある場合、実質的に環境税の負担を分散させることができる。仮に発電効率25

　％、熱利用50％の場合、熱のカロリー単価を電気の半分としても税負担を折半できる計算になる。
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ッター10円にあたるレベルになる。ちなみに

C一トン当たり3万円というケースAの税率

は北欧諸国のうちノルウェーやスウェーデン

で実施されている炭素税を少し上回るもの，

ケースBはその半分というレベルのものであ

る。

　計算結果を見ると，電力会社，石炭新規参

入者（PPS），天然ガスPPS，天然ガス・コ

ジェネPPS，石油PPSという5つのプレーヤ

ーで，発電コストは環境税導入前から導入後

税込みコストで大きく変化し，順位が入れ替

わっている。特に順位の変化が著しいのは

80g－C／kWhと最も優れたCO2排出特性を

持つ電力会社で，最もコスト高＝4位からケ

ースAでは一気に最も強いコスト優位を持つ

1位になり，ケースBでも順位は3位ながら

ほぼコスト均衡の位置まで回復している。強

いブランドカと長期コスト安定能力を持つ電

力会社にとってはこの程度のコスト差は十分

回復可能なものであろう。逆に環境税導入前

にはコスト優位を持っていた石油PPSや石炭

PPSは高い環境税負担のためにほとんどコス

ト面での競争優位がなくなってしまうことが

わかる。こうした高率の環境税が導入された

場合，環境特性の良い電力会社の電気に対抗

できるのは唯一，コ・ジェネレーション技術

を使って高いエネルギー利用効率を実現する

コジェネタイプの天然ガスのみとなっているXl2。

　実際にいきなりこうした北欧タイプの大き

な環境税が日本に導入される可能性は決して

大きくはないが，『環境特性』を理由に電力

市場自由化に慎重なスタンスを取り続けてい

る電力会社※’3にとっては一つのヒントとなる

シミュレーションであることも確かである。

（3）シミュレーションからの示唆

　このシミュレーションからわれわれが受け

取れる示唆は，『環境税は企業の持っている

環境特性・外部性（市場取引では実現できな

い社会的機能）をキャッシュに変えたり，競

図6　日本の発電方式別CO2排出原単位の比較

（9－C／kWh）
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出所：電力中央研究所報告（平成8年6月）
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争優位に変えたりすることができる』という

ことである。このことは電力市場の競争に限

ったことではなく，エネルギーを消費して製

品・サービスを作り出すすべての産業におい

て，環境税は環境特性の優れたプレーヤーに

競争優位を与え，逆に環境特性の劣るプレー

ヤーの競争力を殺ぐ効果を持つ。日本企業の

競争ポジショニングが従来の『需要全体が伸

び続け，業界内の企業が利益を分け合う』真

似っこ状態から『自分独自のポジショニング

をもとに競争優位を作り出す』状態に変わる

とするならば，環境税は環境にかかわる優れ

たイノベーションを実現できる企業にとって

は自身のポジショニング強化の大きな追い風

となり，環境税に対する業界内企業のスタン

スは当然対立するはずである。例えば電力ビ

ジネスにおいては，外部性に優れた電源を数

多く持つ既存電力会社は『環境税にポジティ

ブであるべき』ポジショニングを持っており，

自動車業界において環境技術で優位を持つ企

業も同様である。こうした『ポジティブ』で

あるべき企業が自分の競争ポジショニングを

十分考えて環境税に関するスタンスをとらえ

直すとともに，政策当局も，こうした『競争

ポジショニング』の微妙な動きを十分ふまえ，

次の実現ステップを考えていく必要があろ
う。

おわりに

　言うまでもなくこの20世紀の終わりに立っ

て日本企業は総じて大きな構造変革期を迎え

ている。新しいイノベーション，新しい経営

革新なくしてこの変革期を乗り切れないこと

は明らかで，それだけに『こんな難しい時期

に環境税なんてとんでもない』という産業界

の言い分は一見もっともなように見える。し

かしながら，例えば日本の自動車産業が今日

の隆盛を築く礎になったのは，1970年代，厳

しいコスト制約の中で米国マスキー法に対応

した最先端の環境技術を米国企業に先駆けて
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開発したからに他ならない。厳しい規制・条

件変化はイノベーションを育て，新しい経営

手法を創造するはずだし，技術に秀でた日本

企業にこそそうした道が多くの成果をもたら

すはずだ。そうした企業活動・イノベーショ

ンという視点から地球環境問題，環境税問題

をとらえる動きが企業側，行政側，研究者に

もっとあっても良いのではないだろうか。
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　ダイヤモンド社

［注］

1．この事故に関連して当事者のJCOは事業

　閉鎖の方向で検討中であり，規制当局

　　（科学技術庁・原子力委員会）は原子力

　規制の大幅強化と新しい法制（原子力

　基本法等）を検討中である。また電力

　会社を中心とする事業者側では，世界

　原子力発電事業者協会（WANO～原子



　力にかかわる国際的な情報交換の場と

　　して89年のチェルノブイリ原子力発電

　所事故を契機に設立）をモデルにした

　『日本版WANO』が必要だとして，99年

　12月関連事業者を集めてNSネット（ニ

　　ュークリア・セーフティネット）を設

　立した。いずれにせよ原子力ビジネス

　　にもサプライチェーンが存在すること

　　を前提としたある種の『安全の連鎖』

　づくりを進めることが必要となってい

　　る。

2：現在世界最大のCO、排出源である米国

　　は，1990年レベルから7％削減の目標

　　を持っているが，これを達成できる見

　込みは全くなく，その多くを国際排出

　権取引という経済手法で達成するか，

　　もしくはCOP　3自体の枠組みを米国の

　政治力で無力化する方向に行動すると

　考えられている。しかしながら，COP

　　3議長国であり，国際社会の中で環境

　技術をリードしてきた日本としては，

　米国の動きにかかわらず6％削減に向

　　けて自律的努力をせざるを得ないこと

　　は言うまでもない。

3：運輸省は2000年度の税制改正で，道路特

　　定財源である自動車保有税について，

　排気量に応じた基準燃費を設定し，相

　対的に燃費の悪い車種を増税，良い車

　種を減税とする課税方式に切り替える

　　案を打ち出した。しかしながら実施に

　　あたっては関連業界の反発も強く，減

　税を先行し，最終的な税額が変更前の

　　レベルを超えない等の配慮がなされる

　　等の動きが出ている。

4：石炭産業は，日本の産業政策にとって戦

　　後一貫して『保護しながら収縮させる』

　　対象であった。戦後間もなくはいわゆ

　　る『傾斜生産方式』の一翼を担う主力

　　産業であったものが，その後の産炭条

　　件の悪化，流体革命による石油シフト，
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5

円高による海外炭との競争で，政府は

常に国内石炭産業保護策を考えなけれ

ばならなかった。石炭があらゆるエネ

ルギー関係税の枠外に置かれているの

は，こうした歴史と無関係ではない。

この点については財政学，環境経済学者

の問で『炭素税はCO、を排出しない原子

力発電へ補助金を与えたのと同じ効果

をエネルギー市場に与えるので，むし

ろ炭素排出とエネルギー消費（熱量）

両方，またはエネルギー排出量（熱量）

を課税標準にしてバランスをとるべき

だ』という議論があるが，それらは論

点をそらした間違った議論である。原

子力が日本のエネルギー政策や国民経

済上必要かどうかは環境税とは別の枠

組みで国民的議論が必要なことである

が，少なくともCO、排出削減の経済的手

法・価格メカニズム利用として環境税

を活用する以上，課税標準はCO2排出量

に置かれるべきであろう。ちなみにこ

うした議論は試算の結果研究者たちの

予測以上に原子力が有利になり過ぎる

ために出てきたものと推測される。CO2

排出問題に限って言えば，原子力発電

の持つ外部性はそれほどに大きいので

ある。また『原子力発電単体の排出は

少ないかも知れないが，原子力技術自

体のライフサイクルで算出したCO2は決

して小さくない』という反論について

は完全な誤解である。

6：化石燃料は，燃焼させて同じエネルギー

　が得られる量でも，燃料の化学的組成

　等によって排出するCO2の量が異なり，

　　したがってCO，の排出原単位が異なって

　　いる。

7：例えば自動車産業の場合，かつては排気

　量が大きく，燃費の悪い高級車はメー

　　カーの収益源であり，『この車はたくさ

　　ん環境税がかかります』と消費者に情



電力市場改革をめぐる3つの論点～プール、顧客の選択、外部性～（西村）

　報を開示することは自社の利益に反す

　　ることであった。しかしながら現在，

　　トヨタのプリウス（ハイブリッドカー），

　　ピッッ（高燃費リッターカー）に代表

　　されるように，環境特性の良い商品に

　ついての情報発信をすることは21世紀

　　に生き残る自動車メーカーにとって必

　要な戦略となってきている。

8：経済団体連合会見解の中には『炭素税は，

　　途上国も含めて世界同時に導入するこ

　　とと，既存のエネルギー税の調整はじ

　　め税のハーモナイゼーションを行なう

　　ことが大前提である』という文章があ

　　るが，これでは『未来永劫導入するな』

　　と言っているのと同じであるし，多分

　　に固定相場＆比較生産費による競争力

　　決定という100年前の経済学に準拠して

　　いる印象は（厳しく言えば）否めない。

9：経営学者（競争戦略論）のマイケル・

　　E・ポーターはハーバード・ビジネ

　　ス・レビュー等に掲載された有名なコ

　　ラム『戦略を持たない日本企業』の中

　　で，『日本企業はお互いに真似合ってい

　　るだけであり，明確な戦略ポジショニ

　　ングを持っている企業はソニーをはじ

　　めごくわずかだ。そうした競争スタイ

　　ルの危険性は，国内需要の伸びが止ま

　　り，海外のライバルとの品質・価格の

　　差がなくなった今日，顕著になってき

　　た』と指摘している。

10：ここ数年，『エコ・ファンド』と言われ

　　る環境特性の良い企業の社債を組み合

　　わせた金融商品が市場から好感を受け

　　る等，環境会計・グリーン調達への積

　　極的な取り組みが企業に想像以上の経

　　営上のメリットを与える可能性が出て

　　きている。

11：実際には電力会社毎に使用電源の構成，

　　特に原子力発電のウェイトが大きく違

　　っているために，各社の原単位はバラ

　　ついている。また原子力ウェイトの関

　　係で昼間と夜間の電気の平均CO、原単位

　　も大きく異なっており，原子力ウェイ

　　トの大きい関西電力の場合，昼間で平

　　均80g－C／kWh，夜間で50g－C／
　　kWhとなっている。

12：天然ガスを使ったコジェネシステムの場

　　合，発電単体の効率は約25％で電力会

　　社の大型電源よりも劣っているが，電

　　気にならない残り75％のエネルギーの

　　うち25％～50％を熱として空調や熱プ

　　ロセスに利用するため，利用エネルギ

　　ー単位で見た環境税の負担は電力会社

　　の電気並みに小さくすることが可能と

　　なる。

13：電力市場の場合環境税が競争構造に与え

　　る影響が既存電力会社有利に働くこと

　　が明確であるにもかかわらず，電力会

　　社の集まりである電気事業連合会は環

　　境税に慎重なスタンスを崩していない。

　　99年10月18日に中央環境審議会企画政

　　策部会ヒアリングを受けた電気事業連

　　合会関係者は，環境税に関して『省エ

　　ネが進んだ日本では相当高い税率でな

　　いと抑制効果が薄い』と述べ，一方で

　　は『原子力の必要性は今後も揺るぎな

　　く，国民の理解を得ながら原子力の推

　　進を図るべき』と強調した。原子力の

　　推進のために外部性を競争力に変える

　　環境税が必要，という割り切りに至る

　　までには相当な時間がかかりそうであ

　　る。
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